
地域・子ども元気塾助成事業募集要項

スポーツ・レクリエーション分野

長岡市スポーツ振興課



1 地域・子ども元気塾助成事業について

　 この事業は、地域の団体やＮＰＯ等が市内の小・中学生に自信と夢を持たせる熱中・感動体験を

伴うスポーツ・レクリエーション活動を行う事業に必要な活動経費の一部を助成するものです。

2 対象となる事業は

　平成24年度中に行われる活動で、熱中・感動体験の目的を踏まえているスポーツ・レクリエーション

活動を子どもたちに提供する事業です。

○　子どもの個性および能力を伸ばす

○　子どもの感性および情操を豊かにする

○　子どもの地域および自然を愛する心をはぐくむ

○　子どもの社会の一員としての意識を高める

　 　選定（審査）の際、優先度の低い事業は次のとおりです。

・ 既に、毎年行っている事業

・ 助成を受けなくても事業の遂行が充分可能と認められる事業

・ 事業総額から見て一定の科目（消耗品、備品購入費等）に助成額が偏っている事業

3 対象とならない事業は

熱中・感動体験の目的

○ 国又は地方公共団体（長岡市を含む）から補助金その他活動経費の全部又は一部の財政的

支援を受ける事業

○ 特定の政党や宗教に関する事業

○ 営利を目的とした商業的色彩の濃い事業

○ 学校行事

4 助成金の交付申請を行うことができる団体
   長岡市民を構成員に含み（３人以上で構成され、会則又は規則を持っていること）、主な生活の場

が長岡市内である団体です。

○　スポーツ少年団 ○　コミュニティスポーツ推進組織

○　競技団体 ○　町内会

○　レクリエーション団体 ○　ＰＴＡ

※ 政治、宗教又は営利を目的とする団体は申請を行うことができません。



5 助成金の対象となる経費は

○ 報償費　 外部講師及び外部指導者への謝金

○ 旅費　 交通費、通行料

○ 需用費　 消耗品（事務用、ラインテープ、ボール等）、参加賞、景品、試合用ユニフォーム

写真代、チラシ・ポスター・要項作成代

○ 役務費 切手・はがき代、発送料、振込手数料、保険料

○ 委託料 駐車場警備委託料

○ 使用料 会場使用料、レンタカー・レンタル機器・レンタル物品の使用料

○ 備品購入費 単価２万円以上の備品（総事業費の２０％以内）

助成金の対象とならない経費は

・ 個人に帰属する性格の費用（スポーツ傷害保険料、シューズ・ラケット・グローブ等の

スポーツ用具、試合用ユニフォーム以外のスポーツウエア等です。）

・ 飲食代（外部講師及び外部指導者昼食代を除く）

・ その他社会通念上助成することが適当と認められない経費

6 助成金の金額は
   助成対象経費の８０％以内とし、１事業について上限は２０万円です。（千円未満切捨て）

7 助成事業数は

   １０事業程度です。   １０事業程度です。

8 助成回数は
   助成回数は、１事業年度内１回とし、同一団体において通算３回までです。（自然・科学・社会・文化

芸術分野も含めての回数です。）

9 助成金の交付申請の方法は
   所定の申請書に必要な書類を添えて、スポーツ振興課へ持参してください。

   提出期限：５月１1日（金曜日）

10 申請書類は

○ 申請書（１号様式） ○ 収支予算書

○ 事業計画書 ○ 団体の会則・規約等

※ 申請書等はホームページよりダウンロードできます。

11 公開審査会の開催について
   助成金交付を申請する団体は、公開審査会においてプレゼンテーションを行っていただきます。

   日程：５月２7日（日曜日）　（※詳細は申請団体にお知らせします）



12 助成事業の決定は
   公開審査会で審査のうえ、決定します。

13 助成金の交付について
   助成事業決定後、助成金を交付します。

14 事業の実績報告について
   助成事業が完了したとき、助成事業者は実績報告書に必要な書類を添えて、事業完了の日から

３０日以内に提出してください。

○ 事業実績報告書（３号様式）

○ 収支決算書（領収書のコピーを添付すること）

○ 事業の成果を示す資料（写真、要項等）

※ 助成金が余った場合は、返金していただきます。

15 助成金の交付取り消しについて

   助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消します。

また、既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還をお願いすることがあります。

● 助成対象となる事業を実施できなくなったとき

● 相当の理由がなく、助成対象となる事業を大幅に変更したとき

● 助成金を助成事業の実施以外に使用したとき

16 助成事業の手続きについて

詳細については、下記にお気軽にお問合せください。

　　　長岡市　市民部　スポーツ振興課
〒９４０－００７２　長岡市柳原町２-１　柳原分庁舎４階

　　　ＴＥＬ：３２－６１１７　　ＦＡＸ：３９－２２５７
　　　URL： http://www.city.nagaoka.niigata.jp
　　　E-mail ： sports＠city.nagaoka.lg.jp
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